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７ 議題 議案第 ３号 

議案第 ４号 

議案第 ５号 

議案第 ６号 

議案第 ７号 

議案第 ８号 

議案第 ９号 

議案第１０号 

令和４年度校長・教頭人事について 
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＜開会 午後 ２時００分＞ 

公開会議 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいまより令和４年第２回定例教育委員会を開催いたします。 

 本委員会にお二人の傍聴の申出がありましたので、ご報告をさせていただきます。 

 それでは、１月２６日開催の令和４年第１回定例教育委員会の会議録につきましては、

お手元にお示しのとおりご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 それでは、会議録は承認とさせていただきます。 

 続きまして、私から教育長報告をさせていただきます。 

 １月２７日から適用された新型コロナウイルス対応のまん延防止等重点措置の期限が３

月６日まで延長されました。小牧市におきましても、いまだ感染状況に改善傾向が見られ

ず、先週から今週にかけて４校の臨時休業と１校の学年閉鎖の措置を取らなければならな

くなってしまいました。感染対策には気を緩めることなく、できる限りの対策を取りなが

ら、子どもたちの学びを止めないように努めているところであります。 

 こうした状況の中、今週末までで各中学校１・２年生の学年末試験が行われております。

現時点では中学校での臨時休業は出ておりませんが、１年のまとめの評価をする機会が失

われないよう十分に配慮してまいりたいと考えています。 

 試験を終えれば、中学校全てで３月３日の卒業証書授与式に向けた準備が進められます。

同様に、小学校におきましても３月１８日の試験に向けて準備の時期に入ってまいります。

今年度も式に参加する在校生は代表児童生徒に絞り、来賓なしの形で取り行われる予定で

す。どのような形式であれ、卒業生にはこれまでの学校生活を振り返り、新たな決意を胸

に巣立っていってくれることを願うばかりでございます。 

 また、市におきましては、令和４年度の実施計画当初予算が先週水曜日に議会への報告、

木曜日に記者発表がされ、いよいよ議会の議決をもって確定してまいります。教育委員会

に係る内容につきましては、本委員会でお示しをさせていただきますので、次年度の事業

実施にあたっての貴重なご示唆をいただけましたら幸いでございます。 

 私からの報告は以上です。 

 次に、部長報告をお願いします。 

 伊藤教育部長。 

○教育部長（伊藤武志） 

 １件の報告をさせていただきます。 

 定例市議会についてであります。 

 本年第１回定例会が、２月２４日から３月２２日までの開催予定となっております。 

 提出が予定されている議案は、条例案７件、一般議案６件、補正予算案１１件、当初予
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算案１２件、人事案２件の合計３８件であります。このうち、教育委員会に関係するもの

は、一般議案２件、令和３年度一般会計補正予算案、令和４年度一般会計当初予算案の合

計４件です。これらは、本日の議題の「議会の議決を経るべき議案」として提出をさせて

いただきました。 

 報告は以上であります。 

 なお本日の議題のうち議案第３号は、人事に関する案件でありますので、最後に非公開

にてご審議いただきますようお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいまの部長報告でございましたように、議案第３号は人事に関する案件であります

ので、後ほど非公開にて審議することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 それでは、議案第３号は後ほど非公開にて審議いたします。 

 それでは、議題に入ります。 

 まず、議案第４号「議会の議決を経るべき議案について」及び議案第５号「議会の議決

を経るべき議案について」は、関連がありますので一括して、事務局の説明を求めます。 

 櫻井こども未来部次長。 

○こども未来部次長（櫻井克匡） 

 それでは、ただいま議題となりました議案第４号について、ご説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、２ページをお願いいたします。 

 議案第４号「議会の議決を経るべき議案について」であります。 

 この案を提出いたしますのは、議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出るた

め必要があるからであります。 

 その内容につきましては、「小牧市青年の家の指定管理者の指定について」であります。 

 １といたしまして、指定管理者の指定をしようとする公の施設の名称は、小牧市青年の

家であります。 

 ２といたしまして、指定管理者となる団体の名称は、一般財団法人こまき市民文化財団

であります。 

 ３といたしまして、指定の期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までであ

ります。 

 以上で議案第４号の提案理由とその内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

○教育長（中川宣芳） 

 石川教育部次長。 

○教育部次長（石川徹） 

 それでは、ただいま議題となりました議案第５号につきまして、ご説明を申し上げます。 
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 恐れ入ります。３ページをお願いいたします。 

 議案第５号「議会の議決を経るべき議案について」でございます。 

 提出理由でありますが、この案を提出するのは、議会の議決を経るべき議案について、

意見を申し出るため必要があるからでございます。 

 内容につきましては、「小牧市創垂館の指定管理者の指定について」でございます。 

 １といたしまして、指定管理者を指定しようとする公の施設の名称は、小牧市創垂館で

ございます。 

 ２といたしまして、指定管理者となる団体の名称は、一般財団法人こまき市民文化財団

で、任意指定をするものであります。 

 ３といたしまして、指定の期間につきましては、令和４年４月１日から令和５年３月３１

日まででございます。 

 以上で議案第５号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第４号及び議案第５号につきまして、ご質問等あれば、

お受けいたします。 

 いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第４号「議会の議決を経るべき議案について」及び議案第５号「議会の

議決を経るべき議案について」は、原案について意見なしとすることに、ご異議ございま

せんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、議案第４号及び議案第５号については、原案について意見

なしとすることといたします。 

 次に、議案第６号「議会の議決を経るべき議案について」、事務局の説明を求めます。 

 石川教育部次長。 

○教育部次長（石川徹） 

 ただいま議題となりました議案第６号につきまして、ご説明申し上げます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 「議会の議決を経るべき議案について」でございます。 

 この提出理由でありますが、議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出るため

必要があるからでございます。 

 その内容は、「令和３年度小牧市一般会計補正予算（第１４号）のうち教育委員会分に

ついて」でございます。 

 それでは、補正予算のうち、私からは所管する教育委員会事務局関係分について、ご説
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明を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 今回の補正予算は、国の補正予算に対応するもののほか、年度末にあたり、各事務事業

に要する経費がほぼ確定いたしましたので、精査をさせていただく必要があるからでござ

います。 

 それでは、別冊１の「令和３年度小牧市一般会計補正予算（第１４号）（教育委員会

分）」の１ページをお願いいたします。 

 まず第２表、繰越明許費補正であります。 

 １段目の新型コロナウイルス感染症対策事業は、市内小中学校の児童生徒全員に携帯用

アルコール手指消毒液を配布する事業で、国の令和３年度補正予算を活用して実施するも

のでございます。今年度中に契約及び事業を完了することが困難なため、繰越明許費によ

り令和４年度へ予算措置を行うものでございます。 

 続きまして、２段目の小学校費の新型コロナウイルス感染症対策物品購入事業では、小

学校での新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するために、手指消毒用アルコールなど

の消耗品を購入するものであります。今年度中に必要な物品を全て購入することができな

いため、令和３年度予算へ計上した歳入歳出予算の全額を、繰越明許費により令和４年度

への予算措置を行うものでございます。 

 続きまして、３段目の小学校施設管理事業は、小学校での新型コロナウイルス感染症の

拡大を予防するため、施設消毒用のアルコールなど消耗品や備品を購入するものでござい

ます。今年度中に必要な物品を全て購入することができないため、令和３年度予算へ計上

した歳入歳出予算の全額を、繰越明許費により令和４年度への予算措置を行うものでござ

います。 

 また、小木小学校のプールろ過機が故障しましたので、令和３年１２月２７日に修繕契

約を締結いたしまして、令和４年３月２５日までに完了する予定でしたが、新型コロナウ

イルスの影響で世界的に物流が滞っております。そのため、修繕業者が修繕に必要な部品

の一部を工期内に用意ができないということでございますので、今年度中に修繕を完了す

ることができない見込みとなりました。そのため、契約金額の全額を、繰越明許費により

令和４年度への予算措置を行うものでございます。 

 次に、４段目の小学校施設営繕事業では、陶小学校、そして大城小学校のトイレ改修事

業、小牧小学校外７校の特別教室空調機設置事業で、国の令和３年度補正予算に伴い、事

業を実施するものでございます。今年度中に契約及び事業を完了することができないため、

令和３年度予算へ計上した歳入歳出予算の全額につきまして、繰越明許費により４年度へ

の予算措置を行うものでございます。 

 次に、５段目の小学校費の情報システム管理事業は、小学校でのオンライン授業配信用

タブレット端末等の備品を購入するオンライン教育推進機器整備事業で、国の令和３年度

補正予算に伴いまして、事業を実施するものでございます。今年度中に契約及び事業を完
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了することができないため、令和３年度予算へ計上した歳入歳出予算の全額を、繰越明許

費により令和４年度への予算措置を行うものでございます。 

 次に、６段目、中学校費の新型コロナウイルス感染症対策物品購入事業は、先ほどの小

学校費の物品購入事業と同様の状況で、中学校での感染の拡大を予防するために手指消毒

用アルコールなどの消耗品を購入するものでございます。 

 ７段目の中学校施設管理事業は、これも小学校施設管理事業と同様で、感染症を防ぐた

め、施設消毒用アルコールなどの消耗品や備品を購入するものでございます。 

 ８段目につきましても小学校費と同様で、中学校でのオンライン授業で配信用タブレッ

ト端末等の備品を購入するものでございます。 

 次に、第３表の債務負担行為の補正でございます。 

 ２段目の創垂館管理運営委託事業は、令和４年度から利用を再開する創垂館の指定管理

者を指定すること伴い、債務負担行為をお願いするものでございます。期間は令和３年度

から令和４年度まで、限度額は指定管理者との協定に基づきまして、創垂館の管理運営に

要する費用でございます。 

 続きまして、２ページをお願いします。 

 第４表の地方債の補正でございます。 

 １段目の校舎大規模改造事業は、国の令和３年度補正予算に伴い、陶小学校、大城小学

校のトイレ改修事業、小牧小学校外７校の特別教室空調機設置事業を実施するため、その

財源として地方債を計上しまして、その限度額等を記載のとおり定めるものでございます。 

 ２段目の校舎等改築事業は、小牧南小学校改築工事の対象事業費の減額による財源振替

で限度額の変更をするものでございます。 

 ３段目の小牧山整備事業は、事業費のうち特定財源である国庫補助金の額が確定したこ

となどによる財源振替で限度額の変更をするものでございます。 

 続きまして、３ページ、４ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正でございます。 

 まず、歳入についてご説明させていただきます。 

 １７款２項５目教育費国庫補助金のうち、１節小学校費補助金で学校施設環境改善交付

金７，０４９万２，０００円の増額は、国の補正予算で陶小学校、大城小学校のトイレ改

修事業、小牧小学校外７校の特別教室空調機設置事業を実施するためでございます。 

 特定防衛施設周辺整備調整交付金４２０万４，０００円の減額は、村中小学校体育館照

明器具改修工事と小牧南小学校備品購入の交付金が確定したためでございます。 

 続きまして、学校保健特別対策事業費補助金８３１万５，０００円の増額は、国の補正

予算で新型コロナウイルス感染症対策に必要な物品を購入するためでございます。 

 続きまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１，４４８万７，０００

円の増額は、ＧＩＧＡスクール１人１台タブレット端末借上事業の交付金が確定したこと
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によるものでございます。 

 公立学校情報機器整備費補助金の２９１万円の増額は、国の補正予算で授業及び行事等

のオンライン配信に使用するマイクスピーカー、そしてオンライン授業配信用タブレット

端末等を整備するためでございます。 

 続きまして、２節の中学校費補助金で、特定防衛施設周辺整備調整交付金の５２９万６，０００

円の減額は、小牧中学校体育館等照明器具改修工事の交付金が確定したためでございます。 

 学校保健特別対策事業費補助金４３１万４，０００円の増額、これは新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金６３５万８，０００円、公立学校情報機器整備費補助金

１６３万６，０００円の増額は、いずれも小学校費補助金と同じ内容でございます。 

 続きまして、５節教育総務費補助金で、学校保健特別対策事業費補助金５１４万６，０００

円の増額は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として携帯用アルコール手指消毒

液を児童生徒全員に配布するためでございます。 

 ３項７目教育費委託金、１節教育総務費委託金の教育研究委嘱事業委託金１００万円の

減額は、県の教育研究委嘱事業の確定によるものでございます。 

 続きまして、５ページ、６ページをお願いいたします。 

 １９款１項２目１節利子及び配当金のうち、次世代教育環境整備基金利子は８３万８，０００

円の増額、育英事業基金利子は１万５，０００円の増額でございます。 

 続きまして、２０款１項５目教育費寄附金のうち、２節社会教育費寄附金のうち、文化

財保護事業基金寄附金２０６万円の増額は、こまき応援寄附金としてご寄附をいただいた

ものでございます。 

 ２１款１項７目こども夢・チャレンジ基金繰入金では、１節こども夢・チャレンジ基金

繰入金で、記載の１，３５６万円１，０００円の減額のうち、学校教育関係分につきまし

ては９５２万３，０００円の減額で、夢の教室を小学校６年生のみオンライン開催とした

ことにより基金繰入を減額するものでございます。 

 ９目次世代教育環境整備基金繰入金では、１節次世代教育環境整備基金繰入金２億６，６８０

万円の増額は、陶小学校、大城小学校のトイレ改修工事、小牧小学校外７校の特別教室空

調機設置工事、小牧南小学校改築工事に充当するものでございます。 

 続きまして、２４款１項５目教育債で、１節小学校債の校舎大規模改造事業債１億６，６５０

万円の増額は、先ほど国庫補助金でもご説明させていただきましたが、陶小学校、大城小

学校のトイレ改修工事、小牧小学校外７校の特別教室空調機設置工事に係る市債でござい

ます。 

 校舎等改築事業債１億４，９３０万円の減額は、小牧南小学校改築工事に係る市債でご

ざいます。 

 ２節社会教育債の小牧山整備事業債４９０万円の増額は、史跡小牧山主郭地区第５工区

整備工事等々に係る市債でございます。 
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 続きまして、７ページ、８ページをお願いいたします。 

 歳出の説明をさせていただきます。 

 内容につきましては、説明書の右欄の事務事業の概要により、ご説明をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 まず１０款１項２目事務局費では、１の（１）次世代教育環境整備基金積立金８３万８，０００

円の増額は、利子を基金へ積み立てるものでございます。 

 ３目教育指導費では５４６万８，０００円の増額で、１の（１）教職員研修・教育研究

事業１００万円の減額は、県の教育研究委嘱事業の確定によるものでございます。 

 ２の（１）特色ある学校づくり推進事業９５２万３，０００円の減額は、夢の教室を小

学校６年生のみオンライン開催したことによる減額でございます。 

 ３の（１）育英事業基金積立金１万５，０００円の増額は、利子を基金に積み立てるも

のでございます。 

 ４の（１）新型コロナウイルス感染症対策事業１，５９７万６，０００円の増額は、児

童生徒に配布する携帯用アルコール手指消毒液の購入及び修学旅行及びスキー合宿等の延

期、中止に伴うキャンセル料等の補助を行うための増額でございます。 

 ２項１目小学校費の学校管理費では、４億１，４９８万１，０００円の増額で、１の

（１）一般事務事業６１４万円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策物品購入のため

の消耗品費の増額でございます。 

 ２の（１）小学校施設管理事業１，０４９万円の増額は、新型コロナウイルス感染症対

策物品購入のための消耗品費と備品購入費の増額によるものでございます。 

 ３の（１）小学校施設営繕事業３億９，００２万円の増額は、陶小学校、大城小学校の

トイレ改修工事と小牧小学校外７校の特別教室空調機設置工事に係る監理委託料と工事費

でございます。 

 ４の（１）情報システム管理事業８３３万１，０００円の増額は、校務支援用電子計算

機等借上料の入札執行残による減額とオンライン授業配信用タブレット端末等購入のため、

ＩＴ教育用備品購入費の増額によるものでございます。 

 続きまして、９ページ、１０ページをお願いいたします。 

 ３項１目、中学校費の学校管理費では１，３５１万７，０００円の増額で、１の（１）

一般事務事業３０１万６，０００円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策物品購入の

ための消耗品費の増額によるものでございます。 

 ２の（１）中学校施設管理事業５６１万２，０００円の増額は、新型コロナウイルス感

染症対策物品購入のための消耗品費と備品購入費の増額によるものでございます。 

 ３の（１）情報システム管理事業４８８万９，０００円の増額は、校務支援用電子計算

機等借上料の入札執行残による減額とオンライン授業配信用タブレット端末等購入のため、

ＩＴ教育用備品購入費の増額によるものでございます。 
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 １１ページ、１２ページをお願いいたします。 

 ５項６目文化財保護費では９９２万１，０００円の減額で、１の（１）一般事務事業６０

万円の減額は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による市指定の文化財補助金対象事

業が中止となったこと等による補助金の減額でございます。 

 ２の（１）文化財発掘調査保存事業８５９万３，０００円の減額は、区画整理地内の埋

蔵文化財の発掘調査が延期となったことに伴う減額、（２）文化財環境整備事業２７８万

８，０００円の減額は、執行残によるものでございます。 

 ３の（１）文化財保護事業基金積立金の２０６万円の増額は、こまき応援寄附金による

増額でございます。 

 続きまして、７目小牧山費では、１の（１）史跡小牧山整備事業の２０５万円の減額で、

入札執行残によるものでございます。 

 ８目歴史館費では９８０万円の減額で、１の（１）歴史館施設管理事業１８０万円の減

額と２の（１）小牧山城史跡情報館施設管理事業の８００万円の減額は、いずれも執行残

を減額するものでございます。 

 ９目図書館費では３，１１９万４，０００円の減額で、１の（１）一般事務事業２３６

万８，０００円の減額、２の（１）図書館施設管理事業２，８８２万６，０００円の減額

は、いずれも執行残によるものでございます。 

 以上、教育委員会事務局関係分の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○教育長（中川宣芳） 

 櫻井こども未来部次長。 

○こども未来部次長（櫻井克匡） 

 続きまして、私から、こども未来部所管について、ご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、ページをお戻りいただきまして、別冊１の１ページをお願いいたしま

す。 

 第２表、繰越明許費補正で、下から２つ目の幼稚園費の保育業務手当支給事業は、本市

では、国の保育士幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施の機会を捉え、保育現場の業

務負担が大きくなっている現状に対応し、併せて保育士のモチベーションアップを図るた

め、保育業務に対する業務手当を新設しました。令和４年２月から９月までについては、

国の補助制度を活用して実施するものであり、その必要経費を翌年度に繰り越すものであ

ります。 

 また、その１つ下、同じく幼稚園費の新型コロナウイルス感染症対策物品購入事業は、

新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、第一幼稚園に消毒液等を購入する事

業で、国の令和３年度補正予算を活用して実施するものであり、今年度中に契約及び事業

を完了することが困難なため、その必要経費を翌年度に繰り越すものであります。 
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 続きまして、第３表、債務負担行為補正のうち、青年の家管理運営委託事業は、令和４

年度の青年の家の管理運営について、令和３年度中に指定管理者の選定をするため、指定

管理者との協定に基づく青年の家の管理運営に要する額を限度額として補正するものであ

ります。 

 ３ページ、４ページをお願いします。 

 まず、歳入についてご説明を申し上げます。 

 １７款１項３目２節幼稚園費負担金は２，０５０万９，０００円の減額で、子育てのた

めの施設等利用給付交付金の額を精査したことによるものであります。 

 同じく２項５目３節幼稚園費補助金は７８万３，０００円の増額で、子ども・子育て支

援交付金の額を精査したことによるものであります。 

 １８款２項８目３節幼稚園費補助金で９２２万１，０００円の減額は、私立幼稚園授業

料等軽減補助金及び教育支援体制整備事業費補助金の額の精査したものによるものであり

ます。 

 ５ページ、６ページをお願いいたします。 

 １９款１項２目利子及び配当金のうち、こども夢・チャレンジ基金利子として１４万５，０００

円の増額は、基金利子が確定したことによるものであります。 

 ２１款１項７目こども夢・チャレンジ基金繰入金で、１節こども夢・チャレンジ基金繰

入金１，３５６万１，０００円の減額のうち、４０３万８，０００円の減額は、大学生等

海外留学奨学金、夢・チャレンジ助成金の減額を整理するものであります。 

 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 

 ９ページ、１０ページをお願いいたします。 

 内容につきましては、右ページの事務事業の概要欄で、ご説明させていただきます。 

 中段になりますが、１０款４項１目幼稚園費の３，６７１万２，０００円の減額は、１

の人件費１１１万円の増額は、保育業務に対する業務手当の新設に伴う人件費の増額。 

 ２の幼稚園運営一般事業で５０万円の増額は、新型コロナウイルス感染拡大を防止する

ために消毒液等を購入するための経費の増額。 

 ３の幼稚園助成事業として３，８３２万２，０００円の減額は、（１）の私立幼稚園助

成事業で５０万３，０００円の減額、（２）の幼稚園利用者支援事業３，７８１万９，０００

円の減額は、額の確定に伴い、執行残を整理するものであります。 

 １１ページ、１２ページをお願いいたします。 

 上から２段目になりますが、４目青少年育成費は、１，２５５万円の減額であります。 

 １の青少年健全育成推進事業で（１）子ども体験活動事業として８６５万７，０００円

の減額は、わくわく体験広場内原形復旧工事の完了に伴う額の確定。 

 ２のこども夢・チャレンジ推進事業の４０３万８，０００円の減額は、大学生等海外留

学奨学金、夢にチャレンジ助成金の未執行分をそれぞれ整理するものであります。 
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 ３のこども夢・チャレンジ基金積立事業の１４万５，０００円の増額は、確定した基金

利子を積み立てるものであります。 

 以上で、こども未来部所管分の説明とさせていただきます。 

○教育長（中川宣芳） 

 入江健康生きがい支え合い推進部長。 

○健康生きがい支え合い推進部長（入江慎介） 

 続きまして、私から、健康生きがい支え合い推進部所管分についてご説明を申し上げま

す。 

 同じく別冊１で、ページをお戻りいただきまして、５ページ、６ページをお願いいたし

ます。 

 今回の補正予算は、年度末に当たりまして、各事務事業に要する経費がほぼ確定してま

いりましたので、主には執行残を整理するものになります。 

 まず歳入であります。 

 １９款１項２目１節利子及び配当金のうち、説明欄の下から２つ目、文化振興基金利子

で３万円の増額、その下のスポーツ振興基金利子で６万円の増額は、基金利子の確定によ

るものであります。 

 その下になります。 

 ２０款１項５目２節社会教育費寄附金のうち、文化振興基金寄附金で３７４万円の増額、

３節保健体育費寄附金のスポーツ振興基金寄附金で１，２８４万円の増額は、こまき応援

寄附金としてご寄附をいただいたものであります。 

 その下をお願いたします。 

 ２１款１項１２目１節スポーツ振興基金繰入金で２，６００万円の減額は、小牧シティ

マラソン大会、市民駅伝等の中止により、基金の繰入れを取りやめるものとしたものであ

ります。 

 その下をお願いいたします。 

 ２３款４項１目９節教育費雑入は３８８万９，０００円の減額であります。小牧シティ

マラソン大会の中止による参加料４９４万５，０００円の減額と、その代替として実施し

たバーチャルマラソン大会の参加料１０５万６，０００円の増額であります。 

 続きまして、歳出になります。 

 少しページを飛んでいただきまして、９ページ、１０ページをお願いいたします。 

 主な理由につきましては、右ページの事務事業の概要でご説明をさせていただきます。 

 表の３つ目、５項２目公民館費は１，４２６万７，０００円の減額です。 

 １の（１）中部公民館施設管理事業で５７０万円の減額は、執行残を整理するものであ

ります。 

 ２の（１）地域３あい事業で４４０万円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響に
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より、補助申請数の減少及び事業の中止に伴う執行残を整理するものであります。 

 ３の（１）市民センター施設整備事業で４１６万７，０００円の減額は、味岡市民セン

ターの自動火災報知設備更新等の施設整備に伴う設計監理委託料及び施設整備工事費の入

札執行残を減額するものであります。 

 １１ページ、１２ページをお願いいたします。 

 最上段になりますが、３目市民会館費は３，０３９万５，０００円の減額です。 

 １の（１）市民会館施設整備事業で、本年度実施予定のホールＩＴＶの工事、これは監

視カメラを用いた防犯設備になりますが、これにつきまして、半導体不足の影響により実

施を見送ったことなどによる、執行残により減額するものであります。 

 続きまして、５目文化振興費は１，７９７万９，０００円の減額です。 

 ２の（１）文化振興基金積立金で、歳入でご説明申し上げました寄附金などを同基金に

積み立てるため、３７７万円増額となるものの、新型コロナウイルス感染症の影響による

各種事業の中止などに伴う執行残により減額するものであります。 

 １３ページ、１４ページをお願いいたします。 

 ６項１目保健体育総務費は２，０９９万６，０００円の減額です。 

 ２の（１）スポーツ振興基金積立金で、歳入でご説明申し上げました寄附金などを同基

金に積み立てるため、１，２９０万円の増額となるものの、新型コロナウイルス感染症の

影響による各種スポーツ大会の中止に伴う執行残により減額するものであります。 

 ２目体育施設費は１，６１９万９，０００円の減額です。 

 １の（１）体育施設管理委託事業で、スポーツ施設の管理運営委託料の執行残により減

額するものであります。 

 以上で補正予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第６号について、ご質問等あればお受けいたします。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第６号「議会の議決を経るべき議案について」は、原案について意見な

しとすることに、ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、議案第６号については、原案について意見なしとすること

といたします。 

 続きまして、議案第７号「議会の議決を経るべき議案について」、事務局の説明を求め

ます。 

 石川教育部次長。 

○教育部次長（石川徹） 

 ただいま議題となりました議案第７号につきまして、ご説明を申し上げます。 
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 ５ページをお願いいたします。 

 「議会の議決を経るべき議案について」でございます。 

 この案の提出理由でありますが、議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出る

ため必要があるからでございます。 

 その内容は、「令和４年度小牧市一般会計予算のうち、教育委員会分について」でござ

います。 

 資料の別冊２でご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、別冊２の「令和４年度当初予算の概要（教育委員会分抜粋）」をお願いいた

します。 

 １ページをお願いいたします。 

 令和４年度教育予算総括表であります。 

 １０款教育費は、総額９２億２，９１８万円余で、対前年度比マイナスの１５億９，６３１

万円余、率にいたしまして１４．７％の減となっております。 

 また、表の下の枠の外でございますけれども、記載のとおり、令和４年度一般会計当初

予算の総額５８４億７，５００万円のうち、教育費は１５．８％を占めるものになってお

ります。 

 教育費の減額の主な要因は、小牧南小学校の校舎・体育館の建築工事や創垂館保存修理

工事等が完了したことによるものでございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、順次ご説明を申し上げます。 

 まず上段からです。 

 １項教育総務費は２３億６，７１６万円余で、対前年度比２．４％の減でございます。 

 ２項小学校費は１６億６，６６１万円余で、対前年度比５９．６％の減で、小牧南小学

校の校舎・体育館建築工事の完了によるものなどでございます。 

 ３項中学校費は７億５，９９０万円余で、対前年度比９．８％の増でございます。 

 ４項幼稚園費は６億３，９７６万円余で、対前年度比０．９％の増でございます。 

 ５項社会教育費は２７億４，９４３万円余で、対前年度比３１．４％の増でございます。

公民館費、小牧山費、歴史館費、図書館費の増額によるものでございます。 

 ６項保健体育費は１０億４，６２９万円余で、対前年度比２２．７％の増でございます。 

 以上が総括でございます。 

 続きまして、私が所管します教育委員会事務局関係分をご説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 ２ページ、３ページをお願いいたします。 

 左右に見開きで、一連のＡ３の資料となりますので、よろしくお願いします。 

 この表に沿いまして、主なものをご説明させていただきます。 

 それでは、順次説明させていただきます。 
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 まず１列目の所属課の記載がございます。 

 初めに、教育総務課でございます。 

 目の名称で、教育委員会費では委員４名分の報酬や運営事業として会議録作成のための

筆耕翻訳料などを計上いたしております。 

 続きまして、事務局費では特別職及び一般職２６名分の人件費のほか、通学路安全対策

事業で「みどり線」塗装の工事費を今年度実施しました通学路の緊急合同点検による安全

対策分を上乗せして計上をしております。 

 教育指導費は、令和２年度、３年度と実施できておりませんが、八雲町との児童学習交

流事業で小牧の参加児童を２４名とし、新型コロナウイルス感染症の状況を見つつ交流事

業を進めてまいります。 

 小学校、学校管理費では、小学校施設営繕事業で、小木小学校のトイレ改修工事に向け

ての設計などの事業費を計上しております。 

 小学校、教育振興費では、授業に必要な教材備品の購入費を計上しております。 

 小学校、学校建設費では、小牧南小学校改築事業で旧校舎・体育館の解体工事、外構整

備を実施してまいります。 

 中学校、学校管理費では、中学校施設営繕事業で岩崎中学校のトイレ改修工事に向けて

の設計などの事業費を計上しております。 

 中学校、教育振興費では、授業に必要な教材備品の購入費を計上しております。 

 続きまして、学校給食課でございます。 

 給食センター費は、東部・北部・南部、各学校給食センターの管理運営経費で、給食用

の材料費や調理、配送業務委託料などが主なものでございます。引き続き安全で安心な給

食の提供に努めてまいります。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、４ページ、５ページをお願いいたします。 

 学校教育課であります。 

 教育指導費、上から４段目、会計年度任用職員は、学校生活サポーター１名、スクール

ソーシャルワーカー１名、ベトナム語の語学相談員１名、合計３名を増員して、予算を計

上しております。 

 少し飛びまして、その下の１１段下になりますけれども、特色ある学校づくり推進事業

では、新型コロナウイルス感染症の影響により令和３年度の「夢の教室」が小学校６年生

のみオンライン開催となったため、令和４年度は小学校５年生と６年生の２学年で実施す

るための予算を計上しております。 

 その下の部活動等指導事業では、小中学校部活動の在り方を検討するため、（仮称）小

中学校部活動検討委員会の設置に係る委員報酬を計上しております。 

 次に、小学校及び中学校の教育振興費では、就学援助費のオンライン通信費等を国の単

価基準に合わせて増額をして、引き続き必要な援助を図ってまいります。 
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 ６ページ、７ページをお願いします。 

 学校教育ＩＣＴ推進室でございます。 

 事務局費では、教育ネットワーク管理事業で、教育ネットワークのセンターサーバ及び

事務局職員のノートパソコン等の更新を行います。 

 教育指導費では、ＩＣＴ支援員及びパイオニア校の教育研究に係る委託料を計上してお

ります。 

 小学校、学校管理費では、教職員のパソコンの更新及び図書室のアクセスポイント増設

分の借上料等を計上しております。 

 中学校、学校管理費では、小学校と同じく、教職員のパソコンの更新経費と柔剣道場及

び図書室のアクセスポイントの増設分の借上料等を計上しております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 文化財課でございます。 

 文化財保護費では、文化財発掘調査保存事業で、天王塚遺跡発掘調査の実施を予定して

おります。 

 文化財保護事業基金積立金では、こまき応援寄附金の用途に、新たに「小牧山城復元応

援コース」を新設することによる積立金の増額を見込んでおります。 

 歴史館費では、歴史館と小牧山城史跡情報館の運営に要する経費と、両施設の展示内容

について改装するための経費を計上しております。 

 続きまして、小牧山課でございます。 

 小牧山費では、史跡小牧山の管理に係る経費とこれまでの山頂の歴史館周辺の発掘調査

の成果を基に、石垣復元などの史跡整備工事を行う費用などを計上しております。また、

史跡小牧山内にある創垂館は、復元工事が間もなく完了し、令和４年度から利用を再開す

るため、管理に要する経費を計上しております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、図書館でございます。 

 図書館費では、一般事務事業で中央図書館のほか、えほん図書館、３市民センター図書

室の運営に要する経費を計上しております。また、図書館施設管理事業で中央図書館等の

施設管理に係る経費を図書館施設整備事業で旧図書館の解体に係る経費を計上しておりま

す。 

 なお、１６ページから２３ページに予算概要の説明を添付させていただいておりますの

で、ご参考としていただきたいと思います。 

 また、別冊３で小牧市一般会計予算として教育委員会分を抜粋して掲載しておりますの

で、合わせてご参考としていただきたいと思います。 

 以上、簡単ではございますが、教育委員会事務局関係分の説明とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 
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 櫻井こども未来部次長。 

○こども未来部次長（櫻井克匡） 

 それでは、引き続きまして、こども未来部所管について説明させていただきます。 

 お戻りいただきまして、６ページ、７ページをお願いいたします。 

 幼児教育・保育課の幼稚園費では、第一幼稚園にＷｉ－Ｆｉ環境を整備し、タブレット

端末などを配備する経費のほか、第一幼稚園の管理運営に係る経費、幼児教育・保育の無

償化の実施のための新制度に移行する幼稚園に対する施設等利用給付費などが主なもので

あります。 

 次に、少し飛んでいただきまして、１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 こども政策課、青少年育成費のうち、中事業名に星印がついているものにつきましては、

教育委員会補助執行外の事業でありますので、説明を省かせていただきます。 

 主なものといたしましては、上から４段目、青年の家管理運営に係る経費のうち、創垂

館が小牧山課の所管になることに伴う減額をはじめ、その下、青年の家施設整備事業、さ

らに４段下の子ども体験活動事業では、それぞれ令和３年度まで実施してきた工事の完了

に伴う大きな減額となっております。 

 以上でこども未来部所管分の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 入江健康生きがい支え合い推進部長。 

○健康生きがい支え合い推進部長（入江慎介） 

 それでは、引き続き、健康生きがい支え合い推進部所管分について、ご説明をさせてい

ただきます。 

 本年度との主な変更点を中心にご説明をさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

 また、先ほどの説明と同様に中事業名に星印がついたものにつきましては、説明を省略

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 少しお戻りいただきまして、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 所管課は文化・スポーツ課であります。 

 社会教育総務費では、職員の人件費のほか施設予約システムの管理及び新施設予約シス

テムの構築に関する経費が主なものになります。このうち、下から２つ目の新施設予約シ

ステム構築事業は、公共施設の予約や抽せんをオンラインでできるようにするなど、新た

な機能を持たせたシステムを構築するために必要な経費です。令和５年１月の稼働を目指

しております。 

 続きまして、公民館費であります。 

 １２ページの東部・北里・味岡市民センターの公民館費を併せてご説明をさせていただ

きたいと思います。 
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 公民館費では、各種講座の開催に係る経費や施設管理に係る経費、地域３あい事業に係

る経費を計上しております。このうち、上から４つ目の市公民館施設整備事業は、施設の

老朽化に伴う大規模修繕に併せて、展示場などについて展示機能の充実など、多様なニー

ズに対応できるよう改修工事を行うために必要な設計に係る経費を計上しております。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 ３つの市民センターにおける市民センター施設整備事業では、東部市民センターにおい

てはトイレ給排水管布設替工事など、北里市民センターにおいては消防署南支署ファンコ

イルユニット改修工事など、味岡市民センターにおいては、スマート窓口導入に伴う支所

の改修工事などの施設整備に係る経費を計上しております。 

 恐れ入りますが、再度１０ページ、１１ページをお願いしたいと思います。 

 下から２つ目の文化振興費では、文化事業開催委託事業やこまき市民文化財団への助成

事業に要する経費及び文化振興基金積立金を計上しております。 

 保健体育総務費では、オリンピック・パラリンピック関連の予算は皆減となりますが、

スポーツ大会の開催委託事業や小牧市スポーツ協会への助成事業に要する経費を計上して

おります。 

 スポーツ振興基金積立金については、新たな施設整備に備えていくため増額を見込んで

おります。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 体育施設費では、施設管理・整備に係る経費を計上しております。 

 さかき運動場施設整備事業では、さかき運動場にフットサルやテニスなどができる多目

的グラウンドを整備するための設計に係る経費を計上しております。 

 以上で、健康生きがい支え合い推進部所管の説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第７号について、ご質問等あればお受けいたします。 

 いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 山田委員、お願いします。 

○委員（山田周司） 

 いつも当初予算の概要が資料として配られているので聞きますけれど。別冊２の資料の

後半でスクールソーシャルワーカー等を充実すると書いてあるのですけれども、ここには

先ほどの新施設予約システムとか夢・チャレンジとかの事業が記載されていないので、来

年度の予算資料の中で記載されていない事業があるのは、どういう理由なのでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 伊藤教育部長。 
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○教育部長（伊藤武志） 

 別冊２の当初予算の概要の後半は、来年度の主要な事務事業ということで掲載しており

ます。 

○委員（山田周司） 

 主要な事業の内容を合わせて、掲載しているのですね。 

 もう一点だけ。 

○教育長（中川宣芳） 

 はい、どうぞ。 

○委員（山田周司） 

 ＩＣＴ教育の関連ですけれど、学校で実際にタブレット等の使用が始まっており、学校

から使い勝手が悪いとか、うまく作動しないというご意見があるのですけれど、そういう

意見への対応というのは、何か新年度予算ではされているのでしょうか。アクセスポイン

トを補充したりとかあるのですけれども、教育計画の中に沿った形で多分実施していると

思うのですけれども。実際に使っている人からの意見の反映みたいなものは、特にはない

のでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 櫻井学校教育ＩＣＴ推進室長。 

○学校教育ＩＣＴ推進室長（櫻井晃生） 

 委員がおっしゃられたとおり、タブレット端末は、令和２年度にＧＩＧＡスクールの前

倒しで一斉に配備されました。本年度は実際の運用が始まっている中で、委員のご指摘の

とおり、ご意見が使用している児童生徒や先生からあります。 

 新年度予算の中では、今おっしゃられたＷｉ－Ｆｉの拡充を実施させていただきます。 

 また、先ほどの議題の補正予算でオンライン配信のタブレット用端末を拡充していきま

す。 

 直近では、オンライン授業を配信している中で、「若干画像が見づらいです」とか「言

葉が聞きづらい」という意見もありましたので、そういう意見を受けて、補正予算でスピ

ーカーや、より画質の高いｉＰａｄの機種を、拡充された国の補正予算を利用して、整備

していきます。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤和子） 

 先ほどのスクールソーシャルワーカー配置の事業なのですけれど、１名体制で活動され

ていた時の方が、２名体制の時よりも、訪問活動回数が多いと思うのですけれども、今度

もう１名増やされるのですよね。 
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 新型コロナウイルス感染症の影響で訪問ができないのでは思うのですけれど、オンライ

ン等を活用して実施されているのでしょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 堀田学校教育課長。 

○学校教育課長（堀田正二） 

 スクールソーシャルワーカーの配置事業で、令和４年度に１名増で予算計上をさせてい

ただきました。訪問回数を見ていただきますと、令和２年度が５３９回で、活動は変わら

ずできておりますけれども、令和２年度は一斉臨時休校が３月から５月まで長期間ありま

して、この期間の訪問回数が減ったということが大きな要因になっております。 

 現状といたしましては、基本的に、スクールソーシャルワーカーの訪問活動については、

オンラインではなく訪問を実際するということで、活動を続けております。 

○委員（伊藤和子） 

 「感染症が怖くて対面は避けたい」という方も、中にはいらっしゃると思うのですが、

やはり実際お会いしてお話ししないと活動はできないという、何か決まり事でもあるので

しょうか。 

○教育長（中川宣芳） 

 加藤学校教育課主幹。 

○学校教育課管理指導主事兼主幹（加藤和昭） 

 特に必ず対面で、という決まり事はないのですけれども、今のところは対面で実施がで

きているという状況です。今後は保護者からオンラインを希望するという意見があれば、

その検討をしていくことになると思います。 

○委員（伊藤和子） 

 オンラインで緊密に対応していただけたらと思います。せっかく人数も増えるわけです

から、機会をつくっていただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第７号「議会の議決を経るべき議案について」は、原案について意見な

しとすることにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、議案第７号については、原案について意見なしとすること

といたします。 

 次に、議案第８号「教育委員会規則の一部改正について」、議案第９号「教育委員会規

則の一部改正について」及び議案第１０号「教育委員会規程の一部改正について」は、関
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連がありますので、一括して事務局の説明を求めます。 

 石川教育部次長。 

○教育部次長（石川徹） 

 ただいま議題になりました議案第８号から議案第１０号までにつきまして、関連がござ

いますので、一括してご説明をさせていただきます。 

 ただいま６６ページから成ります別冊３の、次の６ページをお願いいたします。 

 議案第８号「教育委員会規則の一部改正について」でございます。 

 この案を提出する理由でございますが、小牧市創垂館の設置及び管理に関する条例の制

定に伴い、必要があるからでございます。 

 その内容は、「小牧市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則について」でご

ざいます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 創垂館に関する事務を小牧山課に移管するため、第２条、小牧山課史跡係の事務分掌に

「小牧市創垂館に関すること。」を追加し、令和４年４月１日から施行しようとするもの

でございます。 

 次に、１６ページをお願いいたします。 

 議案第９号「教育委員会規則の一部改正について」でございます。 

 この案を提出する理由でございますが、小牧市青年の家の設置及び管理に関する条例及

び小牧市創垂館の設置及び管理に関する条例の制定に伴い、必要があるからでございます。 

 その内容は、「学校以外の教育機関の組織に関する規則の一部を改正する規則につい

て」でございます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 主な改正箇所は、第３条中の「青年の家等」を「青年の家」に改め、第３条の次に１条

を追加しまして、創垂館の事務分掌を規定し、令和４年４月１日から施行しようとするも

のでございます。 

 次に、２２ページをお願いいたします。 

 議案第１０号「教育委員会規程の一部改正について」でございます。 

 この案を提出する理由でございますが、学校以外の教育機関の組織に関する規則の改正

に伴い、必要があるからでございます。 

 その内容は、「小牧市教育委員会事務決裁規程の一部改正について」でございます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 先ほどの学校以外の教育機関の組織に関する規則の参照条文を改正するため、第２条第

３号及び第６号並びに第３条第２項中「第８条」を「第７条」に改め、別表２の人事関係

の表を小牧市職務権限規程に準じるように改めます。 

 なお、この訓令は令和４年４月１日から施行し、ただし別表の改正規定は、令達日から
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施行しようとするものでございます。 

 以上で、議案第８号から議案第１０号までの説明とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

○教育長（中川宣芳） 

 ただいま説明のありました議案第８号から議案第１０号につきまして、ご質問等あれば、

お受けいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 （発言なし） 

 それでは、議案第８号「教育委員会規則の一部改正について」、議案第９号「教育委員

会規則の一部改正について」及び議案第１０号「教育委員会規程の一部改正について」は、

原案どおり可決することに、ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、議案第８号から議案第１０号については、原案どおり可決

することといたします。 

 続きまして、報告・連絡事項に入ります。 

 初めに、教育総務課、お願いいたします。 

 小川教育総務課長。 

○教育総務課長（小川正夫） 

 それでは、報告第１号「小牧市教育振興基本計画改定（案）に関するパブリックコメン

トの実施結果について」、ご報告をさせていただきます。 

 資料はございません。 

 小牧市教育振興基本計画改定（案）に関するパブリックコメントを令和４年１月４日火

曜日から令和４年２月３日木曜日まで１か月間実施をいたしました。 

 １人の方から７件の意見が出されました。 

 提出された意見を参考に考慮した上で計画の改定を行いますので、ご承知おきください。 

 次に、報告第２号「専決処分について」でございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 小牧南小学校改築工事のうち機械設備工事と３３ページの電気設備工事におきまして、

令和３年１月８日に、記載のとおり工事請負変更契約を締結いたしました。これらは、公

共工事設計労務単価の運用に係る特別措置を講ずることによるものです。機械設備工事は、

変更前４億６，７５０万円、変更後４億６，９０６万７，５００円で、１５６万７，５００円

の増額で、電気設備工事は、変更前２億９，３５１万３，０００円、変更後２億９，４３６

万７，７００円で、８５万４，７００円の増額であります。この請負契約の変更にあたっ

ては、令和４年２月７日に専決処分したものでございます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において規定されています議会の議決
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を経た工事または製造の請負契約については、契約金額の５％以内の変更をすること、た

だしその額は７５０万円を限度とすること、となっているため、専決処分をし、令和４年

第１回定例会３月議会に報告するものでございます。 

 専決処分２件を提出させていただきましたので、ご報告をさせていただきます。 

 次に、連絡事項、３・４月行事予定であります。 

 ３４ページをお願いします。 

 ３月の予定です。 

 ３日木曜日は中学校の卒業式が行われます。 

 ４日、７日、８日、９日と本会議が開催されます。 

 ８日火曜日は、愛日地方教育事務協議会が６０１会議室で開催されます。 

 １１日金曜日は、午前１０時から定例教育委員会を大会議室で、また、福祉厚生委員

会・福祉厚生分科会が開催されます。 

 １４日月曜日は文教建設委員会・文教建設分科会が開催されます。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 １７日木曜日は第一幼稚園の卒園式、１８日金曜日は小学校の卒業式、２２日火曜日は

本会議の最終日、２４日木曜日は小中学校、第一幼稚園の修了式となっております。 

 ３６ページをお願いします。 

 ４月の予定です。 

 ６日水曜日は小学校の入学式、７日木曜日は中学校の入学式、小中学校の始業式及び第

一幼稚園の入園式・始業式、８日金曜日は愛日地方教育事務協議会が尾張旭市役所で開催

されます。 

 １３日水曜日は、尾張部都市教育長会議が瀬戸蔵で開催されます。 

 ３７ページをお願いいたします。 

 １８日月曜日は、午後４時から定例教育委員会を３０１会議室で開催いたします。 

 ２１日木曜日、２２日金曜日の２日間で東海北陸都市教育長協議会定期総会・研究大会

が、岐阜県大垣フォーラムホテルで開催されます。 

 行事予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため変更となる場合

がありますので、ご承知おきください。 

 ３月・４月の行事予定は以上であります。 

 以上で報告・連絡事項とさせていただきます。 

○教育長（中川宣芳） 

 次に、図書館、お願いします。 

 矢本図書館長。 

○図書館長（矢本博士） 

 それでは、報告第３号、行政文書の開示につきまして、１件報告をさせていただきます。 
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 資料はございません。 

 令和４年１月２７日付けで市内在住の方より、新小牧市立図書館建設工事のうち電気工

事に係る書類として、契約発注図書、竣工図、工事写真帳、工事資料、検査資料について

の開示請求がありました。この開示請求に対しましては、検査資料のうち是正報告書につ

いては文書不存在のため不開示をし、その他の資料につきましては、担当者の氏名など、

個人情報を除く一部開示の決定を行い、２月９日付けで請求者の方に通知をいたしました。

以上です。 

○教育長（中川宣芳） 

 続いて、文化・スポーツ課、お願いします。 

 永井文化・スポーツ課長。 

○文化・スポーツ課長（永井政栄） 

 それでは、文化・スポーツ課よりご報告をさせていただきます。 

 ３８ページをお願いいたします。 

 報告第４号「専決処分について」であります。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決第１号として、令和４年１月２４日に

事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専決処分をいたしました。 

 損害賠償の額及び損害賠償をする相手方の住所、氏名は、資料に記載のとおりでありま

す。 

 事故の概要でありますが、令和３年１０月１０日午前９時３０分、小牧市村中運動場に

おきまして市民スポーツ大会のソフトボール競技が行われた際、ネットを越えたボールが

当該運動場南西の駐車場に駐車中の乗用車に当たり、乗用車の右側前部バンパーを破損さ

せたものであります。その後、相手方及び保険会社との交渉を進める中で、おおむね合意

に至りましたので、速やかな損害賠償の支払い及び市の賠償責任を確定させるため、１月

２４日に和解及び損害賠償の額の決定の専決処分をさせていただきました。相手方への損

害につきましては、市が加入する保険により補償をいたします。 

 以上、報告させていただきます。 

○教育長（中川宣芳） 

 報告・連絡事項につきましては以上でありますが、この内容につきまして、何かご意

見・ご質問はありませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 （発言なし） 

 それでは、ほかにご発言はありませんか。 

 （発言なし） 

 ほかにご発言もないようですので、ここで公開による会議を終了いたします。 

 関係者以外は退室を願います。 
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――関係者以外退室―― 

○教育長（中川宣芳） 

 それでは、これより非公開の会議を開会します。 

 

＜開会 午後 ３時１３分＞ 

――非公開会議―― 

＜閉会 午後 ３時１９分＞ 

 

○教育長（中川宣芳） 

 ほかにございませんか。 

 （発言なし） 

 ほかにご発言もないようですので、令和４年第２回定例教育委員会を以上で閉会といた

します。お疲れさまでした。 

＜閉会 午後 ３時１９分＞ 
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